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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年９月１１日 １１時００分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市生
お

石
いし

鼻
のはな

南方沖 

 生石鼻灯台から真方位１８０°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１５.５′ 東経１３４°５７.０′） 

事故の概要  遊漁船金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸は、北東進中、また、ミニボート（船名なし）は、

船首を北方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 

 ミニボートは、同乗者が負傷し、右舷側空気室の破口等を生じ、金

比羅丸は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和３年９月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 金比羅丸、２.３５トン 

   ＨＧ３－３７５５２（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.１０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１４７.００kＷ、平成８年５月１０日 

   第２６０－３５３５２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし 

   なし、個人所有 

   約３.１５ｍ×約１.６４ｍ×約０.４４ｍ、ポリエステル 

   ガソリン機関（船外機）、１.４７kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５１年７月１日 

 免許証交付日 平成３０年４月１７日 

        （令和５年４月１６日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ ３５歳 

   操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷側空気室に破口、船外機に濡損（全損） 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１人を乗せ、遊漁の目的

で、令和３年９月１１日０５時３０分ごろ生石鼻南西方沖の釣り場に

向けて洲本市由良港を出航した。 

Ａ船は、遊漁を終え、１０時５０分ごろ船長Ａが操舵室右舷側側壁

に設けた木製の座板に腰を掛け、由良港に向けて約８.１ノット

（kn）の対地速力で、手動操舵により北東進した。 

船長Ａは、素潜り漁の漁期なので海岸線から少し離れた進路とし、

途中、底引き網漁船が左舷後方から左舷方を追い越して行ったのを見

送った後、やや注意力が低下した状態で見張りに当たっていたとこ

ろ、１１時００分ごろ何かに衝突したことに気付いて機関を中立とし

た。 

Ａ船は、Ｂ船の左舷中央部に衝突し、惰力でＢ船を押し下げた状態

で十数ｍ進んで停止した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、親族１人（以下「同乗者Ｂ」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、０６時００分ごろ高埼灯台の南方沖の

釣り場に向けて由良港南部の砂浜から出発した。   

Ｂ船は、１０時３０分ごろまで高埼灯台の南方沖で釣りを行った

後、１０時５０分ごろから生石鼻南方沖に移動し、船首を北方に向

け、操縦者Ｂが船尾側で右舷方を向いて座り、同乗者Ｂが船首側で左

舷方を向いて座り、船外機を停止して流し釣りを行っていた。 

同乗者Ｂは、１１時００分ごろＡ船の接近に気付き、大声を上げた

が、Ｂ船の左舷中央部とＡ船の船首部とが衝突した。 

操縦者Ｂは、両船の停止後、Ａ船の船首部と半没水状態のＢ船との

間に挟まれた状態の同乗者Ｂに気付き、船長Ａに１１８番通報を依頼

するとともに、海に飛び込み、約２０分後に同乗者Ｂを救出した。 

同乗者Ｂは、意識があるものの動くことができず、船長Ａが同乗者

Ｂを乗せたままのＢ船を由良港までえい
．．

航し、待機していた救急車に

引き継ぎ、病院に搬送され、左足臑
すね

開放骨折、右肩脱臼及び骨盤骨折

と診断された。 

操縦者Ｂは、付近を航行していた漁船に救助され、由良港に移送さ

れた。 

（写真１～４ 参照） 
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写真１ Ａ船 

写真２ 船長Ａの操船状況 

写真３ Ａ船の見通し状況 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、停泊中、船長Ａが本事故当時の操船姿勢をとった際、船首

端における船長Ａの視線が約７０cm 上方にあって、ほぼ船首方死角

がなかった。 

船長Ａは、本事故後、衝突した海域は、ふだん漁師が魚釣りをする

海域ではなかったので、船を見掛けることはなかったが、前路は確認

しており、なぜ前路のＢ船に気付かなかったのか分からなかった。 

Ａ船は、出航後、約５時間３０分経過後にＢ船に衝突していた。 

Ｂ船は、約２.７ｍの高さに赤色の旗を掲示していた。 

Ｂ船は、右舷側、船首側、左舷側、底部の４つある空気室のうち、

右舷側空気室に破口が生じていた。 

 操縦者Ｂは、これまで流し釣り中、接近する他船が漂泊中のＢ船を

避けてくれていたので、船尾側で右舷方を向いて座り、釣りに意識が

集中していたと本事故後に思った。 

船長Ａ及び釣り客並びに操縦者Ｂ及び同乗者Ｂは、本事故時、救命

胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、生石鼻南方沖において北東進中、船長Ａが、出航してから

約５時間３０分経過した中、やや注意力が低下した状態で見張りに当

たっていたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、生石鼻南方沖において船首を北方に向けて漂泊中、操縦者

Ｂが、接近する他船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、船尾側で

右舷方を向いて座って釣りを続けていたことから、Ａ船が左舷方から

写真４ Ｂ船の損傷状況 
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接近していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、生石鼻南方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が船首を

北方に向けて漂泊中、船長Ａが、やや注意力が低下した状態で見張り

に当たり、また、操縦者Ｂが、接近する他船が漂泊中のＢ船を避けて

くれると思い、右舷方を向いて釣りを続けたため、互いに相手船に気

付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・船長は、本事故時と同様の運航を無難に数多く行っていたとして

も、長時間の航行に起因して注意力が低下することを認識し、適

宜身体を動かし、注意力の維持に努めつつ見張りに当たること。 

・ミニボートの操縦者は、漂泊しながら釣りを行う場合、適宜、目

視による周囲の見張りを適切に行うとともに、接近する他船を認

めた場合、余裕のある時機に機関を使用して船体を移動させるな

どして衝突を避けるための措置を採ること。 

・ミニボートの操縦者は、携帯式エアホーンなど、有効な音響によ

る信号を行うことができる手段を装備することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

兵庫県 

淡
路
島 

洲本市 

由良港 

高埼灯台 

生石鼻灯台 

事故発生場所 

（令和３年９月１１日 

１１時００分ごろ発生） 

× 
Ａ船（約８.１kn で北東進中） 

Ｂ船（漂泊中） 


